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研究成果の概要：本研究が開始された翌年平成 18年度においてクマ類の多発出没が発生し、捕

殺数は約 5000頭、人身事故も多発した。本研究はこのような大型野生動物の大量出没に対する

対策を地域住民の歴史社会的コンテクスト上に構築することを主眼とし、東日本豪雪山岳地域

のツキノワグマ生息地域における狩猟システムと動物資源利用を「食べて保全」という市民運

動へと展開しているドイツ連邦の実情を調査し、持続的資源利用を含む地域個体群保全管理狩

猟システムの社会的位置づけとその可能性を追求した。 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 5,500,000 1,650,000 7,150,000 

２００７年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000 

２００８年度 4,700,000 1,410,000 6,110,000 

年度    

  年度    
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１．研究開始当初の背景 

 2004、2006 年のツキノワグマの多発出没な

ど、近年大型野生動物（クマ類・シカ類・イ

ノシシ・ニホンザルなど）による地域住民の

遭遇被害や農林業被害が顕著であり、これに

対する施策の提案や研究が求められている。

現在多くの都道府県が議論を重ね策定して

いる特定鳥獣保護管理計画は、動物種毎の個

体数管理を基礎とした地域個体群保持のた

めの手法として運用が開始されている。一方、

従来から実施されている農作物被害対応の

有害鳥獣駆除、また緊急避難処置による人身

事故回避策による捕獲、捕殺も並行して行わ

れており、これらの制度が有機的に機能し相

補的な状態を創り出すための思考法と、さら

にここに生じる野生動物資源の処理と活用

をめぐる議論が求められている。 

２．研究の目的 
 地域住民の合意を促し、被害を軽減し、野

生動物を適正に保護するために、人間と動物

の関係史の上に構築される持続的資源利用

型の地域個体群保全管理狩猟システムを理

論的にモデル化することが本研究の目的で

あった。 
３．研究の方法 
 主要な調査研究対象地域としたのはニホン
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ツキノワグマ、ニホンザルなどの大型野生哺

乳動物による農作物、人的被害が顕著で伝統

的狩猟組織が現在も保持されている長野県栄

村秋山郷、山形県小国町、秋田県北秋田市阿

仁などの伝統的狩猟集落、およびシステム構

築の参考となるドイツ連邦を対象地域とし現

地調査を実施した。 
４．研究成果 
 有害駆除及び個体数制御、あるいは狩猟等

によって捕殺される大型哺乳動物は例年数

十万頭におよんでおり、この資源を持続的に

かつ有効に利用してゆく手法の開発はイノ

シシやシカ類の生息地である西日本や北海

道など国内の幾つかの地域で試みられてい

る。本研究においては狩猟以外の有害駆除や

個体数制御など現代社会が抱える農林業に

おける生産行為の阻害および人的居住圧に

よる野生大型獣との軋轢に寄って生じる捕

殺に焦点を絞って、この社会的位置づけと無

駄に焼却埋設される野生動物資源をどのよ

うに扱うか、という議論を自然科学分野と人

文社会科学分野の研究者らによって進めて

きた。 
 また、熟練狩猟者の引退が相次ぐ中、若手

後継者の減少傾向が進み、とりわけ農林業上

の抑止力となる狩猟者の育成に関する議論、

さらに狩猟者の一部を行政が半ば雇用する

ようなガバメント・ハンターの可能性など、

21 世紀型の地域の狩猟システムを構築する

ための議論を重ねてきた。 
 本研究の環境史研究では、青森県弘前市の

史料『弘前藩庁御国日記』を判読分析し、大

型哺乳動物による人身被害が近世前半期か

ら起きていたことを確認した。元禄 3(1690)
年から享保 14(1729)年間にオオカミ（狂犬病

の蔓延に伴い駆除の対象となった）に襲われ

死傷した者は 45 名（内死者 25 名、半死半生

9 名、重軽傷者 11 名）にのぼり、宝永元年か

ら正徳 3年にかけての 10年間では 30名が死

傷している。クマによる人身被害は元禄

8(1695)年から享保 5(1720)年の間に死傷者

39 名(内死者 16 名、半死半生 1 名、行方不明

1 名、重軽傷者 21)を出している。このよう

な野生動物による人身被害に対して弘前藩

は在郷の鉄砲撃ち（民間の猟師）だけではな

く、藩士、マタギ（民間の猟師の中で村足軽

的な身分に抱えられていた者）、アイヌなど

を相次いで派遣し、駆除に当たらせている。

特にマタギは一つの藩が半ば抱える駆除要

員であり稀少資源を獲得するための専門的

な猟師身分として位置づけられ、猟師頭には

扶持米を支給し、この身分の猟師は諸郷役が

免除されるという特別待遇で扱われている。

これは現代的な用語を用いればガバメン

ト・ハンターといっていい処遇であった。 
 近世社会における藩の猟師抱え込みは、弘

前藩ばかりではなく小田原藩においても村

足軽という身分で確認することができる。 

 近世幕藩体制下の領主権力も稀少動物資

源の獲得と村落における農林業上、あるいは

地域生活の安全確保上、セミプロ的猟師を抱

えていた訳であり、この事例は現今における

地域の実情を勘案すると、歴史社会的コンテ

クスト上に新たな狩猟システムを構築しよ

うとする筆者らの考え方に大きな示唆を与

えてくれる。 

 また同史料には藩からマタギ猟師身分の

者に、加害獣等の捕獲に罠の使用の可否など

を尋ねており、当時の藩の開かれた意見聴取

の姿を垣間見ることも出来る。 

 本研究では２年度に渡って「食べて保全」

を実践しているドイツ連邦ヘッセン州、バイ

エルン州の視察調査を実施した。結果、当該

地域における狩猟制度は農耕上の加害獣で

ある野生動物の駆除を目的とした猟区制が

取られており、この加害個体および個体数管

理が必要な狩猟対象獣の肉を有効資源とし

て位置づけ、地域ぐるみでこれを消費してい

る実態を把握した。この制度自体をそのまま

日本に適用することは不可能であるが、その

考え方と消費が野生動物の生息の持続性を

約束するというシステムは充分採用可能で

ある。これまでの我が国の保護の考え方は、

希少種あるいは生息が危惧される種である

ためプロテクトする、というものである。し

かし、当該地域では地域住民や近隣市民にと

って重要な食資源であるためその生息が保

証されるという考え方なのである。この考え

方は人間生活の外に野生動物を付置するの

ではなく、積極的に生活内部へ取り込むこと

でその資源性と存在意義を保証し、結果保全

へとつなげてゆくものである。 

 以上本研究によって国内における歴史社

会的コンテクスト上に構築される狩猟シス

テムは、地域住民の日常を改変することなく

一部狩猟者のセミプロ化の可能性と捕殺個

体の有効資源化などによって実施が可能で

あることなどを確認した。 

 しかしこのような手法は日本国内の一部

地域には有効であっても多用な自然と複雑

な歴史的プロセスを経ている地域毎に柔軟

に対応可能なシステムとはなり得ないと考

えられる。そのためこの種の研究が多方面か

ら実施されることが期待され、特に人口減少

と狩猟の後退が明らかとなっている先進諸

国全般にその事例を求める研究は未だ着手



 

 

されていないため、先端的システム開発に至

るにはまだまだ研究努力を重ねる必要があ

る。 
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